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平成14年 3月29日
規 則 第 2 号

  

改正 平成15年 4月 1日規則第 3号 

平成18年12月18日規則第19号 

平成年19月 8日31規則第12号 

平成27年 8月 1日規則第 4号 

平成16年 3月24日規則第 1号

平成19年 3月29日規則第 1号

平成26年 3月 7日規則第 2号

（目的） 

第１条 大川広域行政組合（以下「組合」という。）支弁の建設工事（建設業法（昭和２４年法律

第１００号）第２条に規定するものをいう。以下「工事」という。）の執行については、法令そ

の他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 （工事の執行方法） 

第２条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。 

２ 直営工事の執行について必要な事項は、別に定める。 

 （請負契約の締結） 

第３条 工事の請負契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するもの

とする。 

２ 前項の指名競争入札又は随意契約は、次条又は第５条第１項に規定する場合に限りこれによる

ものとする。 

 （指名競争入札によることができる場合） 

第４条 指名競争入札によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 

 ⑴ その性質又は目的が一般競争入札に適しない契約をするとき。 

 ⑵ その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認

められる程度に少数である契約をするとき。 

 ⑶ 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 

 （随意契約によることができる場合） 

第５条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 

 ⑴ 予定価格が１３０万円を超えない契約をするとき。 

 ⑵ その性質又は目的が一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」という。）に適しな

い契約をするとき。 

 ⑶ 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

 ⑷ 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

 ⑸ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

 ⑹ 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

 ⑺ 落札者が契約を締結しないとき。 

２ 前項第６号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競

争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。 
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３ 第１項第７号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、

かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。 

４ 前２項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、

当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。 

 （一般競争入札の公告） 

第６条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札の執行の日前４０日

までに次に掲げる事項を公告するものとする。 

 ⑴ 入札に参加する者に必要な資格 

 ⑵ 入札に付する工事名及び工事の場所 

 ⑶ 設計書、仕様書、図面その他契約条項を示す日時及び場所 

 ⑷ 入札を行う日時及び場所 

 ⑸ 入札保証金に関する事項 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、入札に必要な事項 

２ 管理者は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札

に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしておくものとする。 

 （競争入札の参加者の資格） 

第７条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後２年間競

争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人と

して使用する者についても、また、同様とする。 

 ⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をした者 

 ⑵ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正

の利益を得るために連合した者 

 ⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

 ⑷ 工事の監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

 ⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

 ⑹ 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代

理人、支配人その他の使用人として使用した者 

第８条 管理者は、必要があると認めるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、

あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事の実績、従業員の数、資本金の額、その他の経営

の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。 

２ 管理者は、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額

に応じ、前項に規定する事項を要件とする資格を定めるものとする。 

３ 前２項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたとき

は、これを公示するものとする。 

４ 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的に

より、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第１項の資格を有

する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事

等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を定めるものとする。 
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 （入札参加資格審査申請書等） 

第９条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ建設工事入札参加資格審査申請書（様式

第１号）に工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を明らかにした書類

その他管理者が必要と認める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者

が特に必要があると認めるときは、建設工事入札参加資格審査申請書に代えて香川県が定める指

定様式をもって申請することができる。 

２ 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上その記載内容に基づき、指名競争

入札参加資格者名簿に登載するものとする。 

３ 前項の指名競争入札参加資格者名簿は、次期の指名競争入札参加資格者名簿が作成されるまで

有効とする。 

 （指名競争入札の参加者の指名等） 

第１０条 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、契約の種類、目的及び

金額に応じ、別に定める指名業者選定基準により指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のう

ちから適当と認める者をなるべく５人以上指名するものとする。 

２ 前項の場合においては、第６条第１項各号（第１号を除く。）に掲げる事項及び同条第２項の

規定により明らかにしておくべき事項を指名競争入札執行通知書（様式第２号）により通知する

ものとする。 

３ 管理者は、前条第２項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載した者が別に定める要

件に該当すると認めるときは、その者を、別に定めるところにより、一定の期間指名の対象外と

することができる。 

 （予定価格及び最低制限価格） 

第１１条 管理者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、仕様書、設計書等によりそ

の予定価格を入札の都度定めるものとする。 

２ 管理者は、契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらか

じめ最低制限価格を設けることができる。 

３ 前２項の規定により定められた予定価格又は最低制限価格を記載し、又は記録した書面は、そ

の内容が認知できない方法により、開札の際に開札の場所に置くものとする。 

 （予定価格等の秘密） 

第１２条 管理者は、前条第１項及び第２項の規定による予定価格及び最低制限価格の決定又は作

成に当たっては、厳正に処理し、直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させないものと

する。 

 （入札保証金の納付） 

第１３条 管理者は、入札に参加しようとする者に対して、入札前に入札保証金を納付させるもの

とする。この場合において、入札当日に納付される入札保証金にあっては、入札保証金納付書（様

式第３号）によるものとする。 

２ 入札保証金の額は、契約しようとする金額の１００分の５以上の額に相当する額でなければな

らない。 

３ 入札保証金には利子を付さないものとする。 

４ 入札保証金の納付は、国債、地方債その他管理者が確実と認める担保の提供をもって代えるこ
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とができる。 

 （入札保証金の減免） 

第１４条 管理者は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわら

ず、入札保証金を減免することができる。 

 ⑴ 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契

約を締結したとき。 

 ⑵ 第８条に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、過去２箇年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上

にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、落札者が契約を締結

しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 （入札の方法） 

第１５条 管理者は、指定日時及び指定場所に入札者を出席させ、入札保証金に係る領収書の提示

を求めた上、入札書（様式第４号）を用い、次の各号に掲げるところにより入札させるものとす

る。 

 ⑴ 入札は１人１通とし、入札者を他の入札者の代理人とさせないこと。 

 ⑵ 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させること。 

 ⑶ 入札書は、インク又は墨で記入させ、記名押印させること。 

 ⑷ 入札書は、「何工事入札書」と表示した封筒に入れさせること。 

 ⑸ 既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせないこと。 

 ⑹ 入札金額には、原則として１,０００円未満の端数を認めないこと。 

２ 管理者は、入札に際し不正の行為があると認めたときは、その者の入札を拒絶することができ

る。 

 （開札及び再度入札） 

第１６条 開札は、入札の場合において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければな

らない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務の関係のない職員を立

ち会わせるものとする。 

２ 前項の規定により開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。 

 （無効入札） 

第１７条 競争入札に参加することのできる資格を有しない者のした入札及び次の各号のいずれ

かに該当する場合における当該入札は、無効とする。 

 ⑴ 管理者の定める入札条件に違反した場合 

 ⑵ 入札者又はその代理人が同一工事について２以上の入札をした場合 

 ⑶ 入札者が連合して入札したと認められる場合 

 ⑷ 入札に際して不正の行為があった場合 

 ⑸ 入札保証金の納付がない場合又は不足する場合 

 ⑹ 入札書の金額を訂正した場合 

 ⑺ 入札書に記名押印のない場合又は誤字、脱字等があって必要事項を確認し難い場合 

 （入札又は開札の取消し又は延期） 

第１８条 管理者は、天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等に
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より明らかに競争入札の実効がないと認められる場合には、入札又は開札を取り消し、又は延期

することができる。 

２ 前項の規定により入札又は開札の取消し又は延期をしたときは、直ちに入札者に通知するもの

とする。 

３ 第１項の規定による入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 

 （落札者の決定） 

第１９条 管理者は、入札者のうち予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とするも

のとする。 

２ 管理者は、最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で最低制限価格を下らない最低価

額の入札をした者を落札者とするものとする。 

３ 管理者は、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札者に

くじを引かせて落札者を定めるものとする。 

４ 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて、当

該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

５ 管理者は、落札者が決定したときは、直ちに、その旨を書面又は口頭により落札者に通知する

ものとする。 

 （最低価格以外の者を落札者とすることができる場合） 

第２０条 管理者は、前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、最低価格をもって入札した者で

あっても、次の各号のいずれかに該当する（事由がある）ときは、その者を落札者とせず、その

他の者のうち予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。 

 ⑴ その者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行が

されないおそれがあるとき。 

 ⑵ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく

不適当であると認めるとき。 

 （入札保証金の還付） 

第２１条 入札保証金（その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。）は、落札

者にあっては契約締結後に、落札者以外の者にあっては入札終了後に還付する。 

 （入札保証金の帰属） 

第２２条 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、組合に帰属する。 

 （随意契約） 

第２３条 管理者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、仕様書、設計書により、そ

の予定価格を定めるものとする。この場合においては、第１２条の規定を準用する。 

２ 管理者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の内容その他見積りに必要な

事項を示し、なるべく２人以上の者から見積書（様式第５号）を提出させるものとする。 

３ 前項の規定により見積書を提出させた場合において、その見積価格がいずれも予定価格を超え

るとき、又は見積書を提出させることが困難若しくは不適当と認められるときは、予定価格を示

してその範囲内で契約を締結することができる。 

４ 管理者は、前２項の規定により契約の相手方を決定したときは、その旨を書面又は口頭により

当該相手方に通知するものとする。 
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 （契約保証金の納付） 

第２４条 管理者は、契約の相手方に対して契約を締結する前に契約保証金を納付させるものとす

る。 

２ 契約保証金の額は、契約金額の１００分の１０以上の額に相当する額でなければならない。 

３ 管理者は、契約金額の増減があった場合は、その増減の割合にしたがって契約保証金を増減す

ることができる。 

４ 契約保証金には、利子を付さないものとする。 

５ 契約保証金の納付は、国債、地方債その他管理者が確実と認める担保の提供をもって代えるこ

とができる。 

 （契約保証金の減免） 

第２５条 管理者は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわら

ず、契約保証金を減免することができる。 

 ⑴ 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

 ⑵ 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令（昭

和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第２号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関

と工事履行保証契約を締結したとき。 

 ⑶ 第８条に規定する資格を有する者による競争入札に付した場合において、過去２箇年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上

にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、契約の相手方が契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 ⑷ 指名競争入札の方法による契約又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額

が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 

 （契約保証金の還付） 

第２６条 契約保証金（その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。）は、工事

の検査終了後に還付する。 

 （入札保証金に関する規定の準用） 

第２６条の２ 第１３条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、

第１３条中「入札に参加しようとする者」、「入札前」、「入札保証金」、「入札当日」及び「入札保

証金納付書」とあるのは、それぞれ「契約を締結しようとする者」、「契約前」、「契約保証金」、「契

約当日」及び「契約保証金納付書」（様式第３号）と読み替えるものとする。 

 （契約保証金の帰属） 

第２７条 契約の相手方がその契約上の義務を履行しないときは、その者の納付に係る契約保証金

は、組合に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、

その定めたところによるものとする。 

 （工事請負契約約款による契約の締結） 

第２８条 管理者及び契約の相手方は、大川広域行政組合工事請負契約約款（平成１４年大川地区

広域行政振興整備事務組合告示第１６号）により契約を締結するものとする。ただし、特に必要

があると認められるときは、これによらないことができる。 

２ 前項の大川広域行政組合工事請負契約約款は、管理者が告示で定める。 
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 （契約書の作成） 

第２９条 管理者及び契約の相手方は、第１９条第５項又は第２３条第４項の規定による通知をし

た日から１０日以内に、契約書を作成しなければならない。ただし、契約書を郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書

便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便

により送付する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。 

２ 前項の規定する期間内に契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないとき

は、契約の相手方の決定は、その効力を失うものとする。 

 （工事請負契約書） 

第３０条 前条第１項の規定による契約書は、工事請負契約書（様式第６号）によるものとする。

ただし、特に必要があると認められるときは、これによらないことができる。 

 （工事監督職員） 

第３１条 管理者は、工事の施工について監督を行わせるため職員のうちから工事監督職員を置く

ものとする。ただし、管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

２ 管理者は、前項本文の規定による工事監督職員を置いたときは、契約の相手方に対してその旨

を通知するものとする。 

 （工事検査職員） 

第３２条 管理者は、工事に係る契約の履行の確認を行わせるため、職員のうちから工事検査職員

を置くものとする。 

 （監督及び検査の委託） 

第３３条 管理者は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、組合の職

員によって、監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、組合

の職員以外の者に委託して当該監督は又は検査を行わせることができる。 

２ 第３１条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

 （監督の職務と検査の職務の兼職禁止） 

第３４条 管理者から検査を命ぜられ、又は委託された者の職務は、特別の事情がある場合を除き、

管理者から監督を命ぜられ、又は委託された者の職務と兼ねることができない。 

 （工事請負代金額の変更） 

第３５条 管理者は、工事内容の変更等の理由により請負代金額を変更する必要を認めたときは、

次の算式により得た金額の範囲内で契約の相手方と協議し、変更請負代金額を決定するものとす

る。 

 （算式） 

  変更設計に係る工事価格×請負比率 
元請負工事価格

 元工事価格
 × 

１０８

１００
  

 （契約の相手方との協議） 

第３６条 請負契約の条項により、管理者と契約の相手方とが協議する事項について協議が調った

場合で当事者において必要と認めたときは、工事請負協定書を作成し、当事者が記名押印して、

各自一通を保存するものとする。 

 （請負契約の変更） 
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第３７条 管理者は、工期、請負代金額等当初の契約を変更する必要を認めたときは、契約の相手

方と協議が調ってから５日以内に工事請負変更契約書（様式第７号）により契約を変更するもの

とする。 

 （前金払） 

第３８条 管理者は、請負代金額２００万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関

する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社（以下

単に「保証事業会社」という。）の保証に係るものについては、工事の種類及び規模等を勘案し

て前金払をすることができる。 

２ 前項の規定により前金払をすることができる額は、請負代金額の１００分の４０以内の額とす

る。 

３ 管理者は、請負代金額１，０００万円以上で、かつ、工期が１００日以上の工事であって、次

に掲げる要件に該当する保証事業会社の保証に係るものについては、前項に規定する範囲内で既

にした前金払に追加して、請負代金額の１００分の２０以内の額の前金払（以下「中間前金払」

という。）をすることができる。 

 ⑴ 工期の２分の１を経過していること。 

 ⑵ 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係

る作業が行われていること。 

 ⑶ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額に相当す

るものであること。 

４ 管理者は、請負代金額を減額した場合において必要があると認めたときは、前払金額（前項の

規定により中間前金払をしているときは、その額を含む。以下同じ。）の全部又は一部を返納さ

せることができる。 

５ 管理者は、請負代金額を増額した場合において必要があると認めたときは、その増額後の請負

代金額の１００分の４０（第３項の規定により中間前金払をしているときは、１００分の６０）

から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払をすることができる。 

 （部分払） 

第３９条 管理者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び

製造工場等にある工場製品（工事監督職員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格した

ものに限る。）に対する請負代金相当額の１０分の９以内の額の部分払をすることができる。 

２ 前項の規定による部分払は、請負代金額１００万円以上の工事について、次の区分により行う

ものとする。 

 ⑴ 請負代金額５００万円以下        １回 

 ⑵ 請負代金額２，０００万円以下      ２回以内 

 ⑶ 請負代金額５，０００万円以下      ３回以内 

 ⑷ 請負代金額が５，０００万円を超える場合は、５，０００万円増すごとに１回を３回に加え

た回数以内 

３ 前条の規定により前金払をした場合における部分払をすることができる額は、第１項の規定に

かかわらず、次の算式により算出した額以内の額とする。 

 （算式） 
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  第１項の請負代金相当額 × 
９

１０
 － 

前払金額

 請負代金額
  

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。 

   附 則（平成１５年４月１日規則第３号） 

 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年３月２４日規則第１号） 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年１２月１８日規則第１９号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第９条第１項の改正規定は、平成１９年度の指

名競争入札に係る入札参加資格審査の申請に係る受付から適用する。 

２ この規則の施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。 

   附 則（平成１９年３月２９日規則第１号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附  則（平成１９年８月３１日規則第１２号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 第１条中大川広域行政組合契約規則第１５条の改正規定は、平成１８年度に中に提出された

「入札指名願書」については、改正後の「入札参加資格申請書」と読み替え、平成１８年度中に

おいて作成した「入札指名人名簿」については、改正後の「指名競争入札参加資格者名簿」とそ

れぞれ読み替えて平成１９年度からの指名競争入札について適用する。 

３ 第１条中大川広域行政組合契約規則第１７条、第２３条第３号及び第２条中大川広域行政組合

建設工事執行規則第１３条第１項、第１４条第２号、第２５条第２号から第４号の改正規定並び

に第２６条の２を追加する規定は、平成１９年７月１１日から適用する。 

４ 第１項の公布の日の前日において、改正前の大川広域行政組合工事執行規則により置かれた

「工事検査員」及び「工事監督員」は、それぞれ改正後の「工事検査職員」及び「工事監督職員」

と読み替えてこの規則の公布日以降その職務を行うものとする。 

 （経過措置） 

５ この規則の施行の際、この規則による改正前大川広域行政組合契約規則及び大川広域行政組合

建設工事執行規則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、

なお当分の間使用することができる。 

   附 則（平成２６年３月７日規則第２号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年８月１日規則第４号） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
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２ 改正後の様式第６号及び様式第７号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約につい

て適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。  
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様式第１号（第９条関係） 

 

受付番号 

 

 

 

建設工事入札参加資格審査申請書  

 

年  月  日 

 

 

                 殿 

                  許 可 番 号         許可（  ）第   号 

                  許可年月日             年  月  日 

                  住    所   

                         電話番号 

                  名称又は商号 

                  代 表 者 名                 ○印 

 

 

 

今般貴組合に係る建設工事の入札に参加したいので、別冊指定の書類を添えて入札参加資格の審査を申請しま

す。なお、この建設工事入札参加資格審査申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓

約します。 
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様式第２号（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

                    様 

                         大川広域行政組合 

                         管理者            印 

 

指 名 競 争 入 札 執 行 通 知 書 

 

 下記のとおり指名競争入札を行いますから、希望があれば大川広域行政組合建設工事執行規則及び下記

事項を承知の上、参加してください。 

 

記 

入札に 
付する 
事 項 

工 事 名  

工事の場所  

工 期 自  年  月  日    至  年  月  日 

入 札 条 項 及 び 契 約

条 項 を 示 す 場 所
 

現 場 説 明 場 所  

現 場 説 明 日 時    年  月  日   時  分 

入 札 場 所  

入 札 日 時    年  月  日   時  分 

入 札 保 証 金  

契 約 保 証 金  

前 払 金
前払金の保証契約締結に基づき希望により、１件２００万円以上の工事につき、請負代
金額の１００分の４０以内の額を支払う。 

部 分 払  有    回以内       無 

備 考

１ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額を加算し
た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価
格とするもので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も
った契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額（課税事業者にとっては消費税抜きの金額、免
税事業者にとっては契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額）を入札書に記載すること。 

２ 落札者となった場合は、工事請負契約書の作成の前に、消費税に係る課税・免税事業者届出書を契
約事務担当者に提出すること。 

３ 指名競争入札に参加することのできる資格を有しない者（地方自治法施行令第１６７条の１１第１
項で準用する同令第１６７条の４に該当する者及び同令第１６７条の１１第２項の規定により定め
た資格を有しない者をいう。）のした入札及び大川広域行政組合建設工事執行規則（平成１４年大川
地区広域行政振興整備事務組合規則第２号）第１７条各号のいずれかに該当する入札は無効とするこ
と。 

４ 最低制限価格未満の入札をした者は、この通知書に掲げる工事に係るその回以降の入札に参加でき
ないこと。 

５ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に
抵触する行為をしないこと。 

６ 主任技術者又は監理技術者（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第３項の工事の場合
には、専任の主任技術者又は監理技術者。以下同じ。）を配置することができないときは、入札に参
加できないので、入札辞退届を入札日前に契約事務担当者に提出すること。 

  他の入札との関係で主任技術者又は監理技術者を配置できなくなったときも、入札に参加できな
い。 

７ 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができること。 
  また、入札を辞退した者は、入札の辞退を理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受け
るものではないこと。 
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様式第３号（第１３条、第２６条の２関係） 

入札（契約）保証金納付書 

 

納 付 金 額 
 千 百 十 万 千 百 十 円 

    ただし 

内 
 
 

訳 

種   類 記号番号 額面金額 枚 数 納付金額 備考 

現   金      

証 

券 

      

      

      

      

内容の概略      

 

  大川広域行政組合建設工事執行規則第１３条（第２６条の２）の規定により、上記のとおり入札（契約）

保証金として納付します。 

                               年  月  日 

 収入決定権者  殿 

 

                納 付 者  住 所                      

                        氏 名               ○印 

 

 上記の金額（証券）を領収しました。 

年  月  日 

 納付者           様 

       大川広域行政組合会計管理者（指定金融機関等）       印 

 

入札（契約）保証金還付請求書 

 

上記金額（証券）の還付を請求します。 

年  月  日 

 支出決定権者  殿 

                  請 求 者  住 所                 

                        氏 名               ○印 

 

 上記の金額（証券）を領収しました。 

  年  月  日 

大川広域行政組合会計管理者（指定金融機関等） 殿 

 

受 取 人  住 所                 

        氏 名               ○印 

備考 １ 納付金額については、アラビア数字をもってインク又は墨で記入するとともに頭書に￥の記号を

付記すること。 

   ２ 納付金額は、訂正しないこと。 

   ３ 附属利札があるときは、備考欄に枚数及び必要な事項を付記すること。 
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様式第４号（第１５条関係） 

 

入   札   書 
 

年  月  日 

 

   

  大川広域行政組合 

  管理者             殿 

 

 

       入 札 者  住    所 

 

             名称又は商号 

 

             代 表 者 名                      ○印 

 

 

  大川広域行政組合建設工事執行規則及び仕様書、図面その他入札条項を承知の上、次のと 

おり入札します。 

 

記 

 

入 札 金 額 

 億 千 百 十 万 千 百 十 円

 

 工 事 名 

 

 工 事 場 所 

 

備 考 １ 入札金額は、アラビア数字をもってインク又は墨で記入するとともに頭書に￥の記号を付記

すること。 

    ２ 入札金額を訂正しないこと。 
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様式第５号（第２３条関係） 

 

見   積   書 
 

年  月  日 

 

 

  大川広域行政組合 

  管理者             殿 

 

 

       見 積 者  住    所 

 

             名称又は商号 

 

             代 表 者 名                      ○印 

 

 

  大川広域行政組合建設工事執行規則及び仕様書、図面その他見積条項を承知の上、次のと 

おり見積します。 

 

記 

 

見 積 金 額 

 億 千 百 十 万 千 百 十 円

 

 工 事 名 

 

 工 事 場 所 

 

備 考 １ 見積金額は、アラビア数字をもってインク又は墨で記入するとともに頭書に￥の記号を付記

すること。 

    ２ 見積金額を訂正しないこと。 
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様式第６号（第３０条関係） 

 

工 事 請 負 契 約 書 

 １ 工 事 名 

 ２ 工事の場所 

 ３ 工   期        自    年  月  日 

                至    年  月  日 

請 負 代 金 額  
 億 千 百 十 万 千 百 十 円

請 負 代 金 額 の  
うち消費税及び地方 
消 費 税 の 額  

 億 千 百 十 万 千 百 十 円

契 約 保 証 金 額  
 億 千 百 十 万 千 百 十 円

 

〔建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に規定する対象建設工事の該当の

有無〕 

□ 該当する（分別解体等の方法等については、別紙のとおり） 

□ 該当しない 

 

 上記の工事について、発注者大川広域行政組合と受注者            とは、各々の対等な立場にお

ける合意に基づいて、大川広域行政組合建設工事執行規則第２８条第２項の規定に基づき管理者が定める大川広域

行政組合工事請負契約約款により請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 本契約の証として本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

                            年  月  日 

            発 注 者  住 所 

                  大川広域行政組合 

                  管理者                印 

                       

            受 注 者  住 所 

                  名称又は商号 

                  代表者名               ㊞ 

 

備考 １ 請負代金額等の金額欄には、アラビア数字をもってインク又は墨で記入するとともに頭書に￥の記号

を付記すること。 

２ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する対象建設工事の該当の有無」について

は、いずれかの□に「✓」を記入し、該当する場合は、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令

（平成１４年国土交通省令第１７号）第４条に規定する事項を記載した書面を添付すること。 
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様式第７号（第３７条関係） 

工 事 請 負 変 更 契 約 書 

請 負 代 金 額 の 増 減 金 額  

千 百 十 万 千 百 十 円

請負代金額の増減金額の  
う ち 消 費 税 及 び 地 方  
消 費 税 の 額 の 増 減 金 額  

千 百 十 万 千 百 十 円

 

工 事 名 

工 事 の 場 所 

変 更 前 工 期    自   年  月  日    至   年  月  日 

変 更 後 工 期    自   年  月  日    至   年  月  日 

 

〔建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に規定する対象建設工事の該当

の有無〕 

□ 該当する 

    分別解体等の方法等  □ 変更あり（別紙のとおり） 

□ 変更なし 

□ 該当しない 

 

発注者大川広域行政組合と受注者              とが  年 月 日に締結した契約に係る上

記工事の工事請負契約書及び設計図書（設計書、図面及び仕様書）の内容の一部を変更する契約を締結し、その

証として、本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を原契約書とともに保有する。 

 

                            年  月  日 

            発 注 者  住 所 

                  大川広域行政組合 

                  管理者                印 

                       

            受 注 者  住 所 

                  名称又は商号 

                  代表者名               ㊞ 

 

備考 １ 請負代金額の増減金額等の金額欄には、アラビア数字をもってインク又は墨で記入するとともに増額

の場合は頭書に￥の記号を付記し、減額の場合は頭書に￥△の記号を付記すること。 

２ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する対象建設工事の該当の有無」については、

該当項目の□に「✓」を記入し、分別解体等の方法等に変更がある場合は、特定建設資材に係る分別解

体等に関する省令（平成１４年国土交通省令第１７号）第４条に規定する事項を記載した書面を添付す

ること。  

 


